
法 学 第 9 5 8 号  

平成 31 年２月８日  

 

各私立幼稚園設置者 

（幼稚園型認定こども園を含む）       

 各私立幼保連携型認定こども園設置者 様  

  （学校法人立又は平成 26年度まで私学助成を 

   受けていた社会福祉法人立の園に限る） 

 

岩手県総務部法務学事課私学・情報公開課長 

 

 

   私立学校振興費（特色ある幼児教育等振興費）補助金事務取扱要領の一部改正に 

ついて（通知） 

 このことについて、別添新旧対照表のとおり改正し、平成 30年度分の補助金から適用することとし

たので通知します。 

 なお、改正後の事務取扱要領について、併せて送付します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔担当〕 

 法務学事課私学振興担当 山内 

  TEL：019-629-5042 

  FAX：019-629-5049 

  E-mail：AH0007@pref.iwate.jp 


